
令和４年８月２１日に、湯沢市で発見された死亡野生イノシシから県内初となる豚熱の感染が確

認され、令和 7 年 10 月 1 日現在、19 頭の陽性事例が確認されています 

 狩猟者の皆様におかれましても、豚熱の感染拡大の防止に御協力をお願いします。 

 なお、豚熱は、豚やイノシシが感染する病気であり、人には感染しません。また、豚熱に感染し

た豚やイノシシの肉が市場に流通することはありません。仮に、感染した豚等の肉を食べても人体

に影響はありませんのでご安心ください。 

 

狩猟者の皆様へのお願い 

豚熱ウイルスは、感染したイノシシの血液、唾液、糞、尿などから排泄されますので、裏面のリーフレッ

トを参照し、イノシシを捕獲する際は、適切な処理・消毒の徹底をお願いします。 

 衣類や靴、自動車のタイヤ回りなど、野生イノシシの血液や唾液、糞尿がついている可能性のある場所

はすべて消毒するようにしてください。 

 豚熱ウイルスは、山中の土にも含まれます。ウイルスを拡散させないよう、靴の泥は山で落としてくだ

さい。 

 野生イノシシを誘引しないよう飲食物やごみは捨てずに持ち帰ってください 

 山に入った後は、家畜がいる施設に近寄らないでください。 

 山中以外で野生イノシシの死体を見つけたら、地元の市町村へ連絡をお願いします。 

 

豚熱ウイルス浸潤状況調査への協力について 

 飼養豚における豚熱の発生予防・まん延防止対策に資するため、野生イノシシにおける豚熱の浸潤状況を

確認しています。 

 ついては、狩猟により捕獲（県の指定管理鳥獣捕獲等事業での捕獲を含む。）された野生イノシシの血液

を検査材料として御提供くださるようお願いします。 

 なお、検査材料（血液）を、１頭あたり６，０００円で買い取ります。※ 

 

１ 捕獲対象期間： 令和７年 11 月１日から令和８年３月 13 日まで（ただし、計画頭数に達した段階で終了） 

          なお、検査材料を３月 13日（金）までにお届けください。 

２ 捕獲対象区域： 秋田県全域 

３ 検査材料の採取方法等： 県が別に示す方法を参考に採取し冷蔵保管 

４ 検査材料の提供先： 最寄りの地域振興局農林部森づくり推進課 狩猟担当 

５ 検査材料への添付書類： 捕獲調書、捕獲地点を示す地図（又は緯度経度）、見積書、納品書、請求書 

６ お問い合わせ先： 秋田県農林水産部畜産振興課 家畜衛生チーム 電話 018-860-1808 

 

 ※ 血液の買取について、次の場合は、買取できない場合があります。 

・ 提供いただいた血液が腐敗している等により検査ができない場合 

・ 検査材料に捕獲調書や捕獲地点を示す地図等が添付されていない場合 

・ 令和７年度の計画頭数（予定１２０頭）に達した場合 



 


